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平成２４年度「子どもの生活リズム向上推進事業」実施委託要綱

平成２４年３月２３日

１ 趣旨

ライフスタイルの多様化により、子どもの基本的生活習慣の乱れが指摘されている。

子どもたちの生活リズムを向上させるためには、子どもに関わる学校・家庭・地域社会

がそれぞれ役割を担い、社会全体で取り組んでいく必要がある。そこで、子どもの生活

リズム向上を普及・推進する事業を組織力を持った社会教育関係団体との連携で県内各

所で事業展開することにより、社会全体で子どもの望ましい基本的生活習慣を育成する

機運を醸成する。また、希薄化が指摘されている地域社会の人々のつながりを回復する

きっかけづくりを行う。

２ 委託先

趣旨に合致した事業を企画立案し、円滑な実施が可能な社会教育関係団体

３ 委託費等

原則１件あたりの委託費を１７万円程度とし、事業費総額の範囲内で委託件数を決定

する。

４ 委託事業の内容

（１）子どもの生活リズム向上実行委員会の開催

子どもの生活リズム向上実行委員会を設置し、関係団体・行政・企業等との連携・

協力の推進、地域におけるニーズ、目標設定、本事業の取組の検証等を実施する。

（２）子どもの生活リズム向上を普及・推進する事業の実施

家庭で継続的に子どもの望ましい基本的生活習慣を育成できるような働きかけとな

る事業を実施する。

〈事業例〉

①普及・啓発活動

・ノーテレビデー ・早寝運動の推進 等

②親子交流活動

・朝ごはんづくり ・早朝クリーン活動 等

③学習会の開催

・ 家庭学習のすすめ」の普及活動 ・研修会の開催 等「

５ 委託期間

本委託事業の実施期間は、委託を受けた日から同年度の３月１０日までとする。

６ 委託手続

（１）委託を受けようとする社会教育関係団体は、事業に関する事業実施計画申請書

（様式１～６）を栃木県に提出する。

（２）栃木県は、上記６（１）により提出された事業実施計画申請書の内容を公募要領

に基づき検証し、内容が認められた場合、当該社会教育関係団体に対し事業を委託

する。
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７ 委託経費

（１）栃木県は、予算の範囲内で事業に要する経費（諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製

本費、通信運搬費、賃借料、保険料等）を委託費として支出する。

（ ） 、 （ ） 、２ 本事業における委託経費の支払いは 事業実績報告書 様式８～１０ に基づき

その額が確定した後に支払う精算払いを原則とする。ただし、当該社会教育関係団

体の申し出を受けて、事業完了前に必要があると栃木県が認めるときは、委託費の

全部または一部を概算払いすることができる。

（３）栃木県は、当該社会教育関係団体が本委託要綱等に違反したとき、または本委託

事業の遂行が困難であると認めたときは、委託の解除や経費の全部または一部につ

いて返還を命じることができる。

（４）当該社会教育関係団体は、事業計画を変更する場合、また所要経費の費目（諸謝

金等）間流用をする場合は栃木県に計画変更を申請（様式７変更申請）し、その承

認を受けるものとする。ただし、当初費目ごとに配分された経費の２０％以内の変

更（２０％を超える変更であっても、その金額が５万円未満の場合を含む ）をす。

る場合は必要がないものとする。

（５）代表者及び所在地等の変更を必要とする場合及び事業の継続が不可能となった場

合等は速やかに栃木県へ連絡し指示を受けるものとする。

８ 業務完了の報告

当該社会教育関係団体は事業が完了したときは、完了した日から１０日以内若しくは

事業の属する年度の３月２０日のいずれか早い日までに事業に関する事業実績報告書を

栃木県に提出する。

９ 委託費の額の確定

（１）栃木県は、上記８により提出された事業実績報告書について、検査及び必要に応

、 、 、じて実地検査を行い その内容が適正であると認めたときは 委託費の額を確定し

当該社会教育関係団体に対して通知するものとする。

（２）上記９（１）の確定額は、事業に要した実支出額と委託契約額のいずれか低い額

とする。

10 著作権

（１）委託先は、本委託事業により発生した著作権がある場合には、原則として、本委

託事業完了後速やかに栃木県に帰属させるものとする。ただし、本委託事業の実施

により受託者が作成したパンフレット・チラシ・資料・報告書等これらに類するも

のの著作権は、委託先に帰属させるものとする。

（２）上記 （１）の規定にかかわらず、栃木県が必要と認めたときは、委託先は、10
無償にて栃木県が使用することを許諾するものとする。

11 書類の保存

当該社会教育関係団体は、委託費に係わる収入及び支出を明らかにする帳簿を備え、

栃木県からの請求があったときには提出できるよう、収入及び支出の事実を明らかにし

た領収書その他の関係証拠書類とともに、本委託事業を実施した翌年度から５年間整理

保存しておくものとする。
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12 その他

（１）栃木県は、委託先における本委託事業の実施が当該趣旨に反すると認められると

きは、必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。

（２）栃木県は、本委託事業の実施にあたり、委託先の求めに応じて指導・助言を行う

とともに、その効果的な運営を図るために協力する。

（３）栃木県は、必要に応じ、本委託事業の実施状況及び経理状況について、実態調査

を行うことができる。

（４）委託先は、委託事業の遂行によって知り得た事項については、その秘密を保持し

なければならない。

（ ） 、 。５ この要綱に定めるもののほか 本委託事業の実施に関し必要な事項は別に定める


